
蒲郡市樹園地改植支援対策事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 蒲郡市樹園地改植支援対策事業費補助金（以下「補助金」という。）は、果

実生産の安定化に強力に取り組み、需給と価格の安定を図るとともに、果樹産地

の構造改革を推進し、果樹園経営の発展を図るため、樹園地柑橘類の改植事業に

対して、予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、蒲郡市

補助金等交付規則（昭和３８年蒲郡市規則第１７号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、この要綱で必要な事項を定めるところによる。 

（交付対象者） 

第２条 この補助金の交付対象者は、市内に住所を有する農業者、農業協同組合及

び農事組合法人（農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第７２条の１０

第１項に規定する事業を行う法人をいう。）とする。 

（交付対象事業） 

第３条 交付の対象とする事業は、うんしゅうみかん園地において、果樹の樹体を

伐採し、抜根又は枯死させ、跡地に優良な同一品種の果樹を植栽するものとする。 

（補助金の額） 

第４条 この補助金の交付額は、改植する面積１平方メートル当り（１平方メート

ル未満は切り捨て）に助成単価１５０円以内を乗じて得た額とする。 

（交付対象期間） 

第５条 交付対象事業の実施期間は、当該年度の４月１日から同年度の３月３１日

までとする。 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を申請しようとする交付対象者は、蒲郡市樹園地改植支援対

策事業費補助金交付申請書（第１号様式。以下「交付申請書」という。）を市長に

提出しなければならない。 

２ 前項の規定による交付申請書の提出時期は、別に定める期日までとする。 

３ 交付対象者は、補助金の交付に係る手続及び補助金の受領を農業協同組合又は

農事組合法人に委任することができる。この場合において、委任を受けた者が前

項の申請を行うときは、蒲郡市樹園地改植支援対策事業費補助金交付手続及び補

助金受領に係る委任状（第２号様式）を交付申請書に添付するものとする。 



（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適当

と認めた者について、速やかに補助金の交付決定をしなければならない。 

２ 前項の規定により補助金の交付決定をしたときは、補助金の交付を申請した交

付対象者に対して、蒲郡市樹園地改植支援対策事業費補助金交付決定通知書（第

３号様式）により、速やかに補助金の交付決定を通知しなければならない。 

（申請の取下げ） 

第８条 前条第２項の規定による補助金の交付決定通知を受けた者（以下「補助金

交付決定者」という。）が規則第８条に規定する申請の取下げをする場合は、交付

決定の通知を受けた日から７日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなけ

ればならない。 

（計画変更の承認） 

第９条 補助金交付決定者は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、あらか

じめ蒲郡市樹園地改植支援対策事業費補助金変更承認申請書（第４号様式）を市

長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定内容を変更し、

又は条件を付し、蒲郡市樹園地改植支援対策事業費補助金変更決定通知書（第５

号様式）により、補助金交付決定者に通知するものとする。 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１０条 補助金交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合に

おいては、市長の承認を得なければならない。 

（事業遅延の報告） 

第１１条 補助金交付決定者は、補助事業が予定期間内に完了することができない

と見込まれる場合はその理由、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その

理由及び遂行状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければな

らない。 

（実績報告） 

第１２条 補助金交付決定者は、補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止の

承認を受けたときは、蒲郡市樹園地改植支援対策事業実績報告書（第６号様式）

に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。 

２ 前項に規定する市長が必要と認める書類については、別に定めるものとする。 



３ 前項に定める実績報告書の提出期限は、補助事業の完了（廃止の承認を受けた

場合を含む。以下同じ。 ）の日から起算して２０日を経過した日又は当該年度の

３月３１日のいずれか早い期日までとする。 

（補助金の額の確定） 

第１３条 市長は、実績報告があったときは、内容を審査のうえ、交付すべき補助

金の額を確定し、蒲郡市樹園地改植支援対策事業費補助金確定通知書（第７号様

式）により、当該補助金交付決定者に通知しなければならない。 

（補助金の交付） 

第１４条 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、市長が特別の理由があ

ると認めたときは、その全部又は一部を前金払により交付することができる。 

 （帳簿等の備付） 

第１５条 補助金交付決定者は、当該補助事業に係る収入、支出に関する帳簿及び

証拠書類その他実施の経過を明らかにする必要な書類を備えて当該補助事業の完

了後５年間保存しなければならない。 

 （調査等） 

第１６条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるとき

は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２１条第２項の規定により、補

助金交付決定者に対してその状況を調査し、又は報告を求めるものとする。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年１月７日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 



 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年３月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 


